参考様式４
 
○○運営委員会設置規程 
 
（設置） 
第１条　乳児等通園支援事業の運営に関し、当該乳児等通園支援事業の設置者からの相談に応じ、又は意見を述べるため、○○運営委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 
 
（審議事項） 
第２条　委員会は次の各号に掲げる事項を審議する。 
（１）乳児等通園支援事業の事業計画に関する事項 
（２）乳児等通園支援事業の運営に関する事項 
（３）その他委員会が必要と認める事項 
 
（組織） 
第３条　委員会は、委員〇人以内で組織する。
２　委員は、次の各号に掲げる者のうちから任命し、又は委嘱する。 
（１）実務を担当する幹部職員
（２）社会福祉事業について知識経験を有する者
（３）乳児等通園支援事業の利用者（これに準ずる者を含む。） 
 
（任期） 
第４条　委員の任期は〇年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
（委員長）
第５条　委員会に委員長を置く。
２　委員長は、委員の互選によって選任されるものとする。
２　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
３　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。 
 
（委員会）
第６条  委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
２　委員会は、年〇回以上開催する。 
３　委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
４　議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 
５　委員長が必要と認めたときは、第３条に規定する委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。ただし、当該者は議決に加わらないものとする。 
６　委員会における協議内容は、議事録等の掲示により利用者へ周知しなければならない。 
 
（庶務） 
第７条 委員会の庶務は、○〇において処理する。 
 
（その他） 
第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が
定める。 
 
（改廃） 
第９条 この規程を改廃しようとするときは、〇〇の決裁を経なければならない。 
 


附則 
 この規程は 20○○年４月１日から施行する。 

